
政
令
第
二
十
九
号

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
総
務
省
関
係
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
五
第
一
項
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
号
）
第
二
百
七
十
二
条
、
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
五
条
の
二
第
二
項
、
住
民
基

本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
、
公
害
紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号

）
第
二
十
六
条
第
一
項
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
二
条
の
六
第
四
項
及
び
第
二
十

二
条
の
六
の
二
第
四
項
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
七
十
九
条
の
三
第
七
項
、
日
本
国
憲

法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
四
十
七
条
並
び
に
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
一
条
、
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
地
方
財
政
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
そ
の
」
を
「
、
そ
の
」
に
、
「
及
び
住
所
を
記
載
し
、
こ
れ
に
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
す
る



」
を
「
並
び
に
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
記
載
す
る
」
に
改
め
る
。

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
及
び
第
二
十
三
条
の
十
一
中
「
第
四
条
第
二
項
及
び
」
を
削
る
。

第
百
二
十
九
条
の
八
第
一
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

（
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
署
名
し
印
を
お
し
た
」
を
「
署
名
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
署
名
し
印
を
押
し
た
」
を
「
署
名
し
た
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
署
名
し
印
を
お
し
た
」
を
「
署
名
し
た
」
に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」
を
「
署
名
し
た
」
に
改
め
る
。



（
公
害
紛
争
処
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

公
害
紛
争
処
理
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
申
請
人
、
前
条
第
一
項
の
代
表
者
又
は
代
理
人
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し

な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
当
事
者
」
を
「
申
請
人
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
二
号
か

ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

当
事
者
の
一
方
が
申
請
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

第
五
条
第
二
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
、
「
同
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

（
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
を
加
え
、
「
記
載
し
、
か
つ

、
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
住
所
」
を
「
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

」
に
改
め
る
。

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
七
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
そ
の
」
を
「
、
そ
の
」
に
、
「
及
び
住
所
を
記
載
し
、
こ
れ
に
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な

け
れ
ば
」
を
「
並
び
に
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
及
び
第
二
十
六
条
中
「
第
四
条
第
二
項
及
び
」
を
削
る
。

（
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
次
条
第
三
項
」
を
「
次
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
三
項
並
び
に
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。



別
表
第
二
第
四
条
第
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
四
条
第
三
項
の
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
改

め
る
。

別
表
第
三
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。





理

由

令
和
二
年
七
月
十
七
日
の
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
規
制
改
革
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
押
印
を
求
め
る
各
種
手
続
に
つ
い

て
そ
の
押
印
を
不
要
と
す
る
等
の
た
め
、
総
務
省
関
係
政
令
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


